
 

議案第８号 

 

令 和 ７ 年 度 さ い た ま 市 東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 
特  別  会  計  補  正  予  算 ( 第 ２ 号 ) 

 

 

 令和７年度さいたま市東浦和第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２２，２３０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６７８，７９７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

令和８年２月３日提出 

 

                           さ い た ま 市 長  清 水 勇 人 
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

　歳　入

 1,000 17,000 18,000

 1 事業収入 1,000 17,000 18,000

 511,153         △38,430 472,723

 1 一般会計繰入金 511,153         △38,430 472,723

 107,600            △800 106,800

 1 市    債 107,600            △800 106,800

  合　　　計 701,027         △22,230 678,797

　歳　出

 463,063         △20,036 443,027

 1 事 業 費 463,063         △20,036 443,027

 237,611          △2,194 235,417

 1 公 債 費 237,611          △2,194 235,417

  合　　　計 701,027         △22,230 678,797

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

   

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 4 事業収入

   

 5 繰 入 金

   

 8 市    債

       歳　　　入

 1 事 業 費

   

 2 公 債 費

   

       歳　　　出
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第 ２ 表

（単位：千円）

事     業     名 金   額

1 事業費 1 事業費 東浦和第二土地区画整理事業 43,470

繰    越    明    許    費

款 項
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第３表

変  更

5.0％以内 政府資金につい

（ただし、 てはその融資条

利率見直し 件により、銀行

方式で借り その他の場合に

入れる資金 はその債権者と

について、 協定するものに

利率の見直 よる。ただし、

しを行った 市財政の都合に

後において より据置期間及

は、当該見 び償還期間を短

直し後の年 縮し、又は繰上

度における 償還若しくは低

利率とす 利に借換えする

る。） ことができる。

東浦和第
二土地区
画整理事
業

107,600 106,800 （ 補 正 前 に 同 じ 。 ）

起債の方法 利 率 償還の方法

普通貸借
又　　は
証券発行

地　　方　　債　　補　　正

（単位：千円）

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額
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議案第９号 

 

令和７年度さいたま市浦和東部第一特定土地区画整理事業 
特  別  会  計  補  正  予  算 ( 第 ３ 号 ) 

 

 

 令和７年度さいたま市浦和東部第一特定土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８６２，１４８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１，３５８，９４８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月３日提出 

 

                           さ い た ま 市 長  清 水 勇 人 
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別　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

　歳　入

 413,928        △265,852 148,076

 1 一般会計繰入金 413,727        △265,852 147,875

 0 1,128,000 1,128,000

 1 事業収入 0 1,128,000 1,128,000

  合　　　計 496,800 862,148 1,358,948

　歳　出

 364,468 863,111 1,227,579

 1 事 業 費 364,468 863,111 1,227,579

 132,296            △963 131,333

 1 公 債 費 132,296            △963 131,333

  合　　　計 496,800 862,148 1,358,948

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 1 事 業 費

   

 2 公 債 費

 4 繰 入 金

   

 9 事業収入

   

       歳　　　入

   

       歳　　　出

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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議案第１０号 

 

令和７年度さいたま市南与野駅西口土地区画整理事業 
特  別  会  計  補  正  予  算 ( 第 １ 号 ) 

 

 

 令和７年度さいたま市南与野駅西口土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０，９２３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ５９２，０７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  

令和８年２月３日提出 

 

                           さ い た ま 市 長  清 水 勇 人 
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

　歳　入

 376,689         △10,923 365,766

 1 一般会計繰入金 376,689         △10,923 365,766

  合　　　計 603,000         △10,923 592,077

　歳　出

 451,931         △10,333 441,598

 1 事 業 費 451,931         △10,333 441,598

 150,781            △590 150,191

 1 公 債 費 150,781            △590 150,191

  合　　　計 603,000         △10,923 592,077

 5 繰 入 金

   

       歳　　　入

 1 事 業 費

   

 2 公 債 費

   

       歳　　　出

款

款 項 補正前の額 補　正　額 計

項 補正前の額 補　正　額 計

（単位：千円）

（単位：千円）
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第 ２ 表

（単位：千円）

事     業     名 金   額

1 事業費 1 事業費 南与野駅西口土地区画整理事業 159,605

繰    越    明    許    費

款 項
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議案第１１号 

 

令 和 ７ 年 度 さ い た ま 市 指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業 
特  別  会  計  補  正  予  算 ( 第 ３ 号 ) 

 

 

 令和７年度さいたま市指扇土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２６，１３０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ６００，３７０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正）  

第２条 繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。  

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

令和８年２月３日提出 

 

                           さ い た ま 市 長  清 水 勇 人 
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

　歳　入

 1 3,699 3,700

 1 事業収入 1 3,699 3,700

 346,176         △17,229 328,947

 1 一般会計繰入金 346,176         △17,229 328,947

 163,400         △12,600 150,800

 1 市    債 163,400         △12,600 150,800

  合　　　計 626,500         △26,130 600,370

　歳　出

 453,187         △23,420 429,767

 1 事 業 費 453,187         △23,420 429,767

 172,521          △2,710 169,811

 1 公 債 費 172,521          △2,710 169,811

  合　　　計 626,500         △26,130 600,370

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

   

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 4 事業収入

   

 5 繰 入 金

   

 8 市    債

       歳　　　入

 1 事 業 費

   

 2 公 債 費

   

       歳　　　出
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第 ２ 表

変　更 （単位：千円）

事     業     名 金   額 金   額

164,728

繰    越    明    許    費    補    正

1 事業費
指扇土地区画整理
事業

81,000
指扇土地区画整理
事業

補　　　正　　　後

事     業     名

1 事業費

款 項

補　　　正　　　前
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第３表

変  更

5.0％以内 政府資金につい

（ただし、 てはその融資条

利率見直し 件により、銀行

方式で借り その他の場合に

入れる資金 はその債権者と

について、 協定するものに

利率の見直 よる。ただし、

しを行った 市財政の都合に

後において より据置期間及

は、当該見 び償還期間を短

直し後の年 縮し、又は繰上

度における 償還若しくは低

利率とす 利に借換えする

る。） ことができる。

（ 補 正 前 に 同 じ 。 ）

起債の方法 利 率 償還の方法

指扇土地
区画整理
事業

163,400
普通貸借
又　　は
証券発行

150,800

地　　方　　債　　補　　正

（単位：千円）

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額
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議案第１２号 

 

令 和 ７ 年 度 さ い た ま 市 江 川 土 地 区 画 整 理 事 業 
特  別  会  計  補  正  予  算 ( 第 ２ 号 ) 

 

 

 令和７年度さいたま市江川土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 （繰越明許費） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「別表 繰越明許費」による。 

  

令和８年２月３日提出 

 

                           さ い た ま 市 長  清 水 勇 人 
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別 表

（単位：千円）

事     業     名 金   額

1 事業費 1 事業費 江川土地区画整理事業 45,532

繰    越    明    許    費

款 項
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議案第１３号 

 

令和７年度さいたま市大門下野田特定土地区画整理事業 
特  別  会  計  補  正  予  算 ( 第 １ 号 ) 

 

 

 令和７年度さいたま市大門下野田特定土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９，１３２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１２１，８６８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月３日提出 

 

                           さ い た ま 市 長  清 水 勇 人 
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別　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

　歳　入

 77,581          △9,132 68,449

 1 一般会計繰入金 77,581          △9,132 68,449

  合　　　計 131,000          △9,132 121,868

　歳　出

 96,744          △6,430 90,314

 1 事 業 費 96,744          △6,430 90,314

 33,702          △2,702 31,000

 1 公 債 費 33,702          △2,702 31,000

  合　　　計 131,000          △9,132 121,868

項 補正前の額 補　正　額 計

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

（単位：千円）

 3 繰 入 金

   

       歳　　　入

 1 事 業 費

   

 2 公 債 費

   

       歳　　　出

款
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議案第１４号 

 

令和７年度さいたま市公債管理特別会計補正予算（第２号） 
 

 

 令和７年度さいたま市公債管理特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，７７９，３９０千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８４，５４２，１０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「別表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月３日提出 

 

                           さ い た ま 市 長  清 水 勇 人 
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別　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 　歳　入

 80,298,592      △1,779,390 78,519,202

 1 他会計繰入金 76,098,592      △1,779,390 74,319,202

  合　　　計 86,321,492      △1,779,390 84,542,102

　歳　出

 86,321,492      △1,779,390 84,542,102

 1 公 債 費 86,321,492      △1,779,390 84,542,102

  合　　　計 86,321,492      △1,779,390 84,542,102

項 補正前の額 補　正　額 計

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

（単位：千円）

 2 繰 入 金

   

       歳　　　入

 1 公 債 費

   

       歳　　　出

款
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